
平成３０年４月 

制度等の詳細につきましては、担当する課にお問い合わせください。 

 

障がいのある方 

  離婚したら 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚届 1階 11番 06-6957-9961 

 

 

各種障がい者手帳 

氏名変更届 
2階 28番 06-6957-9857 

各種手当・サービス 

変更届 

 

＜もちもの＞ 

・免許証等、本人確認書類 ・本籍地が大阪市以外の場合⇒戸籍謄本 

・印鑑（朱肉で押すもの） 

・各種障がい者手帳 

・銀行預金通帳（手当受給者で氏名が変更になる方のみ） 

  


